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乙訓環境衛生組合議会令和７年第３回定例会 

議事日程第３号 
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                            午前１０時００分開議 
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  向 日 市    近 藤 宏 和 議員    福 田 正 人 議員 

           杉 谷 伸 夫 議員 
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  なし 

 

○事務局職員出席者 

  書記  小林 範之 総括主査 

 

○地方自治法第１２１条の規定により、説明のために出席した者（９名） 

      前 川   光  管 理 者（大山崎町長） 
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○議事日程 

  日程 １ 会議録署名議員の指名 

  日程 ２ 会期の決定 

  日程 ３ 副議長の選挙について 

  日程 ４ 管理者の諸報告 
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  日程 ５ 監査報告第４号 例月出納検査の結果報告について 

  日程 ６ 第７号議案 乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例及び職員の 

             勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

  日程 ７ 第８号議案 令和６年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  日程 ８ 第９号議案 令和７年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）に 

             ついて 

 

○会議録署名議員 

  向 日 市     福 田 正 人 議員 

  長岡京市     井 上 治 夫 議員 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

開会 午前１０時００分 

○上村真造議長 定刻、若干早いですけれども、皆さんお揃いですので始めたいと思いま

す。 

  皆さん、おはようございます。 

  それでは、本会議に入ります。 

  ただいまの出席議員数は、９名であります。地方自治法第１１３条の定足数に達して

おりますので、会議は成立いたします。 

  ただいまから、乙訓環境衛生組合議会 令和７年第３回定例会を開会いたします。 

  日程に入ります前に、今回、向日市議会の役員改選によりまして、本組合議会議員に

交替がございましたので、この際ご紹介をさせていただきます。 

  ８月１日付けで本組合議会議員となられました、福田正人議員です。 

○福田正人議員 よろしくお願い申し上げます。 

○上村真造議長 同じく、近藤宏和議員です。 

○近藤宏和議員 よろしくお願いいたします。 

○上村真造議長 同じく、杉谷伸夫議員です。 

○杉谷伸夫議員 引き続き、よろしくお願いします。 

○上村真造議長 皆様、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、日程に入ります。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 日程１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、福田正人議員、井上治夫議員の

両議員を指名いたします。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 
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○上村真造議長 日程２、「会期の決定」を議題といたします。 

  お諮りいたします。会期につきましては、本日１日限りとすることに、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○上村真造議長 異議なしと認め、よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 日程３、「副議長の選挙について」であります。 

  お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選により行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○上村真造議長 異議なしと認め、指名推選により行うことといたします。 

  お諮りいたします。指名の方法については、私、議長において指名することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○上村真造議長 異議なしと認め、私、議長において指名することといたします。 

  それでは、副議長に、近藤宏和議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしました近藤宏和議員を、副議長の当選人と定

めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○上村真造議長 異議なしと認め、よって、ただいま指名をいたしました近藤宏和議員が

副議長に当選されました。 

  近藤宏和議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選

の告知をいたします。 

  近藤宏和議員から発言の申出がありますので、これを許可いたします。 

  近藤議員。 

○近藤宏和議員 ただいま、議員の皆様のご推挙により、副議長の要職に就任いたしまし

た近藤でございます。 

  微力ではございますが、議長を補佐し、組合議会が公平かつ円滑に運営されますよう、

誠心誠意努めてまいります。 

  皆様方には、ご支援、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、就任の

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 日程４、「管理者の諸報告」であります。 

  前川管理者。 

○前川 光管理者 皆さん、おはようございます。 

  本日、乙訓環境衛生組合議会令和７年第３回定例会を招集させていただきましたとこ



 

―4― 

ろ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中、ご参集を賜りまして誠にありがとう

ございます。厚くお礼申し上げます。 

  また、議員各位におかれましては、去る７月３日及び４日に滋賀県草津市立クリーン

センター及び静岡県浜松市天竜清掃工場をご視察いただきましたが、大変暑い中、暑さ

厳しい中、ご参加賜り、大変ありがとうございました。また、お疲れでございました。 

  初めに、ただいま議長からご紹介がありましたとおり、８月１日の向日市議会臨時会

において、福田正人議員、近藤宏和議員、杉谷伸夫議員の各議員が本組合議員に選出さ

れました。 

  お迎えをいたしました議員各位におかれましては、今後とも格別のご指導、ご鞭撻を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  また、ただいま、本組合議会副議長に近藤宏和議員がご就任されましたことを、心か

らお祝い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。 

  それでは、管理者諸報告をさせていただきます。 

  初めに、親子教室の開催についてですが、夏休みの期間を活用いたしまして、小学生

とその保護者の方を対象として開催いたしました令和７年度の「親子教室」は、７月２

２日から８月２２日までの期間で、サントリーグループによるペットボトルリサイクル

教室、サンドブラスト絵付けや再エネ工作教室など、延べ１９０組にご参加いただき、

ごみの減量やリサイクルについて親子で学ばれました。 

  次に、「乙訓環境衛生組合 メルカリＳｈｏｐｓ」の開設についてでありますが、本

組合では、ごみを減らし、資源を大切にする「循環型社会」の形成に向けた取組を推進

するため、８月２０日からフリマアプリの「メルカリＳｈｏｐｓ」を活用したリユース

品の販売を開始いたしました。この取組を通じまして、廃棄物の減量やリユース意識の

向上に一層取り組んでまいります。 

  次に、「第２７回リサイクルフェア」の開催についてでありますが、平成１１年度か

ら開催し、本年度で第２７回目となりますリサイクルフェアを、１０月１日から１０月

３１日までを開催期間として、組合ホームページ上の特設サイトによるオンラインで開

催いたします。 

  リサイクル推進事業の一環として毎年開催いたしております「リサイクルフェア」は、

開催期間中に大変多くのアクセスをいただいており、再生自転車、そして再生家具の販

売の他、バーチャル施設見学、環境クイズ、キーワードラリーなどのコンテンツにより

まして、環境啓発に関する情報を発信して、３Ｒの推進や地球温暖化防止などに関する

地域住民の皆様への意識啓発を図っております。 

  最後に、「し尿等の外部処理委託に係る協議の申入れ」についてであります。し尿処

理施設整備事業に係る検討委員会での協議経過を踏まえまして、令和７年８月１日付け

で、城南衛生管理組合管理者へ、し尿等の処理委託に関する協議の申入れを行い、受理

されたところであります。 
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  現在、本組合に搬入されているし尿等の搬入量や性質、城南衛生管理組合施設への搬

入方法や処理費用などの諸条件について、関係機関を含め協議を進めているところでご

ざいますが、今後の協議結果により、し尿処理施設の整備方針を決定いたしまして、施

設整備計画の策定を進めてまいります。 

  以上、管理者の諸報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○上村真造議長 以上で、管理者諸報告を終わります。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 日程５、監査報告第４号「例月出納検査の結果報告について」でありま

す。 

  監査委員の報告を求めます。 

  山田監査委員。 

○山田勝吉監査委員 おはようございます。 

  それでは、例月出納検査結果報告をいたします。 

  地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、例月出納検査を実施いたしました。 

  検査の対象、時期及び結果等につきましては、お手元にお配りいたしました報告書の

とおりであります。 

  以上、例月出納検査結果報告といたします。 

○上村真造議長 以上、例月出納検査の結果報告を終わります。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 日程６、第７号議案「乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例

及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  前川管理者。 

○前川 光管理者 それでは、日程６、第７号議案「乙訓環境衛生組合職員の育児休業等

に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」、その提

案理由のご説明を申し上げます。 

  本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、仕事と育児

の両立支援制度を利用しやすい勤務環境を整備し、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実

現するため、部分休業制度の拡充等の措置を講ずるなど、所要の改正を行うものでござ

います。 

  改正の内容についてでありますが、まず第１条「乙訓環境衛生組合職員の育児休業等

に関する条例」の一部改正では、部分休業制度において、非常勤職員の取得対象者の拡

大、取得可能時間の柔軟化、並びに１年につき１０日の範囲内で１日の勤務時間の全部

または一部について１時間を単位として取得することができる形態を新たに設けまして、

いずれかの形態を選択可能とするものでございます。 

  次に、第２条「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の一部改正では、職員または
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その配偶者が妊娠、出産した旨の申出があった時及び３歳に満たない子を養育する職員

に対する仕事と育児の両立支援制度等の周知、意向確認及び個別の意向への配慮を規定

するものでございます。 

  なお、この条例は、令和７年１０月１日から施行することといたしております。 

  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いい

たします。 

○上村真造議長 ただいま提案理由の説明がありましたが、本件について質疑を行います。

ご質疑ございませんか。 

  井上議員。 

○井上治夫議員 質問ですけれども、対象となっておられる方というのは何人ぐらいおら

れるんでしょう。 

○上村真造議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 今部分休業を取得しているのは２名です。 

○井上治夫議員 分かりました。 

○上村真造議長 よろしいですか。 

○井上治夫議員 はい、結構です。 

○上村真造議長 他、川口議員。 

○川口良江議員 その、これが変わるということっていうのは、職員さんにはどのように

周知をされるんですか。 

○上村真造議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 本組合では、以前の介護のときにもご説明させていただきましたけ

ども、子育ての介護支援ガイドブックを作成いたしまして、制度改正ごとに職員に周知

をさせていただいております。引き続きその取組をもって最新の情報は、職員周知をさ

せていただきたいと思います。 

  また、対象となった方の申請、出産などの申請があった場合には、都度その方にも個

別に説明をさせていただくということで対応したいと思います。 

○上村真造議長 川口議員。 

○川口良江議員 ガイドブックを作られてそういうふうにお伝えされるということなんで

すけど、このガイドブックがあるっていうことを、全職員の方が一応周知されてるのか、

それとも対象になるであろうという方にお伝えするのか、どういう方法で全員というか

皆様に周知されますか。 

○上村真造議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 庁内のグループウェアシステムを使いまして、全職員に対して周知

をしています。 

○上村真造議長 川口議員。 

○川口良江議員 分かりました。 
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○上村真造議長 他ございませんか。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 それでは、質疑も尽きたようですので、質疑を終わり討論に入ります。 

  まず反対討論を求めます。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 次に、賛成討論を求めます。 

（「なし」という者あり） 

  討論もないようですので、討論を終わり採決いたします。 

  第７号議案について、原案どおり可決することに賛成の議員は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○上村真造議長 全員賛成。よって、第７号議案「乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に

関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」は、原案ど

おり可決されました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 日程７、第８号議案「令和６年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出決

算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  前川管理者。 

○前川 光管理者 それでは日程７、第８号議案「令和６年度乙訓環境衛生組合一般会計

歳入歳出決算」の認定を受けるに当たりまして、その概要をご説明申し上げます。 

  令和６年度の決算規模は、歳出総額では、１７億９，５７３万５，２８６円となり、

前年度と比較いたしますと、２億１，３７８万６，７５４円、率にして１３．５％の増

となりました。 

  一方、歳入総額では、１８億２，２７１万２，００１円となり、前年度と比較いたし

ますと、２億９８４万３，７８１円、率にして１３．０％の増となりました。決算収支

におきましては、歳入歳出差引額、２，６９７万６，７１５円となり、継続費逓次繰越

額１，０００円を差し引いた実質収支額は、２，６９７万５，７１５円の黒字となって

おります。 

  また、予算現額に対する比率では、歳入では９９．８％、歳出では９８．４％となっ

たところでございます。 

  令和６年度事業の概要といたしましては、まず、歳出では、組合設立６０周年の節目

の年を迎えたことから、設立から今日までの乙訓地域の廃棄物処理状況や本組合施設の

変遷などをまとめた記念誌の発刊、３Ｒ標語の募集や施設見学などの記念事業を実施い

たしました。 

  また、老朽化が進行しているごみ処理施設３号炉ボイラ・タービン発電設備の水管更

新工事を施工し、再生可能エネルギーを活用した電力の安定確保を図るなど、安全かつ



 

―8― 

安定した廃棄物処理の継続に努めました。 

  さらに、持続可能な廃棄物の適正処理を確保できる体制の構築に向けまして、国の循

環型社会形成推進交付金を活用した施設整備事業に着手した他、ごみ処理手数料等の徴

収にキャッシュレス決済を導入し、施設利用者の利便性の向上に取り組んだところでご

ざいます。 

  次に、歳入では、廃棄物搬入量の減少によるごみ処理手数料の減収、また、３号炉ボ

イラ水管更新工事の施工に伴う発電日数の減少や電力売却単価の下落により、余剰電力

売却料で減収となったものの、施設整備事業に係る循環型社会形成推進交付金を収入し

た他、金属類の有価物売払単価の上昇によりまして、有価物売払代金で増収となりまし

た。また、財政調整基金の一部を繰り入れることにより、厳しい財政状況が続く関係市

町の財政負担の軽減を図りました。以上が、令和６年度決算の概要でございます。 

  なお、詳細につきましては、事務局長から説明いたしますので、よろしくご審議賜り

ますよう、そして認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○上村真造議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 それでは、私の方から令和６年度歳入歳出決算書に基づきまして、

ご説明を申し上げます。 

  決算書の５ページ、６ページ、歳入の事項別明細書をお開きいただきたいと思います。 

  まず、款１分担金および負担金につきましては、１４億４，１９３万３，０００円と

なったところでございます。 

  次に、款２使用料及び手数料では、項１使用料で敷地占用料として１７万６，０２０

円を、また項２手数料では、ごみ処理手数料として１億６，２３２万２，１５０円を収

入いたしたところでございます。 

  詳細につきましては、決算参考資料１１ページに使用料及び手数料の内訳表をご覧い

ただきたいと思います。 

  款３国庫支出金、項１国庫補助金では、循環型社会形成推進交付金として１，７６９

万８，０００円を収入いたしたところでございます。 

  款４財産収入、項１財産運用収入では、財政調整基金預金利子として５，２０６円を、

また項２財産売払収入では、有価物、再生品等の売払収入として７，１４４万２，９８３ 

 円を収入いたしたところでございます。 

  有価物売払代金の内訳につきましては、決算参考資料１２ページ、有価物売払代金内

訳表をご覧いただきたいと思います。 

  次に、款５繰入金、項１繰入金では、市町分担金の負担軽減を図るため、財政調整基

金から８，７４０万円の繰入れを行いました。 

  款６繰越金では３，０９１万９，６８８円となったところでございます。 

  続きまして、款７諸収入では、項１組合預金利子として、歳計現金預金利子として６

万１，８５８円を、項２雑入では、余剰電力売却料や工芸教室参加料など１，０７５万
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３，０９６円を収入いたしたところでございます。 

  工芸教室参加料等の内容につきましては、決算参考資料１３ページ、工芸教室参加料

内訳表及び余剰電力売却料内訳をご覧いただきたいと思います。 

  引き続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

  決算書、９ページ、１０ページをお開き願います。 

  款１議会費では、議員報酬など議会運営に係る経費として１１６万８，３１４円を執

行いたしました。 

  次に、款２総務費では２億４，６３６万５，３５２円を執行し、その内容は、決算書

９ページから１８ページ上段に記載をしております。 

  項１総務管理費、目１一般管理費では１億６，７７３万１，７６６円を執行し、その

事業別内容につきましては、備考欄、白丸をつけている事業別に記載をさせていただい

ております。 

  まず、職員人件費では、特別職３名、職員１６名にかかる経費を、また組合事業を広

く周知する広報事業、管理棟に対する庁舎管理事業、職員の健康診断等を行う安全衛生

健康管理事業、人事給与や例規データベース更新など電算システムの保守管理等に係る

経費を電算システム管理事業で、情報公開等に係る情報管理事業、地球温暖化防止実行

計画に基づく温室効果ガス排出削減など環境負荷軽減に関する政策推進事業等の経費を

執行してきたところでございます。 

  続きまして、１５、１６ページをお開き願います。 

  目２会計管理費では、事務費共通物品の購入や、会計事務伝票等の印刷にかかる経費

を会計管理事業として１９万４，１９９円を執行いたしました。 

  次に、目３財産管理費では、病害虫の発生防止や、良好な景観維持を目的とする緑地

管理や、組合財産に関する経費を、財産管理事業として１３２万６，６９８円を執行い

たしたところでございます。 

  目４公平委員会では、委員報酬及び事務用品等の購入に係る経費を、公平委員会運営

事業として４万９，８９４円を、目５基金費では、基金運用事業として５，２０６円を、

基金積立事業として７，６７０万１，０００円を財政調整基金として積立てを行ったと

ころでございます。 

  次に、１７、１８ページをお開き願います。 

  項２監査委員費、目１監査委員費では監査事務事業として、委員報酬及び工事技術調

査業務に係る経費など３５万６，５８９円を執行いたしたところでございます。 

  続きまして、款３衛生費では７億２，１４２万４，７９４円を執行し、この事業別内

訳につきましては、決算書１７ページから２６ページ上段に記載をしており、項１清掃

費、目１清掃総務費では、施設の管理運営に従事する職員１３名に係る職員人件費とし

て８，７５４万３，８１１円を、被服貸与に係る経費を清掃総務管理事業として２万 

 ７，３４６円を執行いたしたところでございます。 
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  次に、１８ページ下段、目２ごみ処理費から２６ページ、目６ストックヤード管理費

では、各施設及び最終処分場の適正な維持管理や施設稼働に伴う経費をそれぞれ執行い

たしたところでございます。 

  決算書２５、２６ページをお開き願います。 

  款４事業費では４億９，８６１万７，９７８円を執行し、その内容は、決算書２５ペ

ージから２８ページに記載をしております。 

  目１ごみ処理施設改修事業費では焼却炉定期補修工事に係る経費１億６，０４２万 

 ４，０００円を、３号炉ボイラ・タービン発電機の機能回復を図るボイラ水管更新工事

に係る経費として１億４，８５０万円等をごみ処理施設改修事業で、また、濾過器整備

工事や井戸浚渫工事に係る経費３１９万円を附帯施設改修事業として執行いたしたとこ

ろでございます。 

  次に、目２埋立処分事業では、大阪湾フェニックス広域処分場における処分委託料等

の経費６，６０７万１，６６３円を、廃棄物埋立処分事業で、焼却残灰を大阪湾フェニ

ックス基地まで搬出する経費１，８４３万２，８７０円を廃棄物搬出事業として執行い

たしたところでございます。 

  引き続きまして、決算書２７、２８ページをお開きください。 

  目３リサイクルプラザ改修事業では、プラント定期補修工事や高圧真空遮断器更新工

事等に係る経費６，７２５万７，０３６円を、リサイクルプラザ改修事業として執行い

たしたところでございます。 

  目４ごみ処理施設整備事業費では、ごみ焼却施設更新整備に向け、発注者支援業務及

び環境影響評価業務等に係る経費１，６９８万８，４０９円を、ごみ処理施設整備事業

として執行いたしたところでございます。 

  次に、目５し尿処理施設整備事業費では、焼却施設同様、し尿処理施設更新整備に向

けた発注者支援業務に係る経費６０９万４，０００円を執行いたしたところでございま

す。 

  続きまして、款５公債費では３億２，８１５万８，８４８円を執行し、その内訳は、

目１元金で、長期債償還元金１３件に係る３億２，４２７万５，９９９円を、目２利子

では長期債償還利子１３件に係ります３８８万２，８５３円を執行いたしたところでご

ざいます。 

  次に、款６予備費でございます。決算書２４ページ、リサイクルプラザ棟管理事業で、

緊急工事として施工いたしました非常放送設備更新工事に要する経費として２４２万 

 ９，０００円を充当したところでございます。 

  続きまして、２９ページ、実質収支に関する調書をお開きください。 

  歳入歳出決算の差引き額は２，６９７万７，０００円となりますが、継続費逓次繰越

により１，０００円が生じることにより、差引き後の２，６９７万６，０００円が実質

収支となったところでございます。 
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  次に、３１、３２ページ、財産に関する調書、並びに３３ページ、物品及び基金につ

きましては、当該年度中の増減はございませんでした。 

  最後に、３３ページ、基金では、令和６年度末の財政調整基金現在高は１億８２万円

でございました。 

  以上、令和６年度歳入歳出決算の説明とさせていただきます。 

○上村真造議長 次に、監査委員から審査意見の報告をお願いいたします。 

  山田監査委員。 

○山田勝吉監査委員 それでは、令和６年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出決算、実

質収支に関する調書及び財産に関する調書につきまして、審査意見を提出いたしました

ので、その概要を申し上げます。 

  審査の方法といたしましては、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５

項の規定により、管理者から提出されました一般会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事

項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書についての書類審査を行い、併

せて担当課長から説明を聴取いたしました。 

  また、計数の確認、予算の執行効率、管理の適否等を厳正に審査し、その結果、いず

れも関係法令に基づいて作成され、これらに記載された計数は、いずれも歳入歳出簿、

その他の諸帳簿に符合しており、計数は正確であり、事務の処理状況、歳入歳出の予算

執行につきましても適正に行われていました。 

  詳細につきましては、お手元に配付しております意見書をご覧いただきますようお願

い申し上げます。 

  以上でございます。 

○上村真造議長 ただいま管理者と事務局長から提案理由の説明、また、監査委員から審

査意見の報告がありました。 

  本件について、質疑を行いますが、質疑の方法といたしましては、歳入、歳出別にお

願いをいたします。 

  まず、歳入についてご質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 次に、歳出についての質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 どこからでもいいですか、歳出。 

○上村真造議長 歳出は結構です。歳出の枠であれば。 

○杉谷伸夫議員 それならちょっと細かいところから。決算書の１４ページに、真ん中に

顧問弁護士委託料っていうのがあるんですけど、何かあったんですか。 

○上村真造議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 こちら今年度から予算措置をさせていただいた案件でございまして、

顧問弁護士がおりませんでしたのでということと、あと、今後大きな工事契約などを控
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えております関係もありますことから、予算措置をするということになっております。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 これは６６万円で、すみません、予算の確認をしたいんですけど、年間

６６万円というのは固定費ということで。 

○上村真造議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 固定費ということになります。 

  すみません。先ほどの発言を訂正させて頂きます。令和６年度からです。 

○杉谷伸夫議員 令和６年度、今年度から、はい、はい。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 了解いたしました。 

○上村真造議長 他ございますか。 

  井上議員。 

○井上治夫議員 同じ１４ページの地域補償費の問題で繰り返し質問してるんですけども、

見学したところでも地域補償費があったんです。 

  見学したところを見てますと、大体その処理場というのはだいぶ町から離れたところ

にあって、同じところを車が通るということから、当時の自治会等に援助されてるって

いう感じを受けたんですけども、この乙訓の場合は、国道１７１号線から入ってくるの

であまり住宅地を通るっていう感じじゃないというふうに理解してるんです。そういう

意味では一定の地域に補償することはどうなのかなという一応疑念を持っています。 

  もう一つは、自治会の場合は、自治会の会計報告を見ればどのように使われてきたの

かというのは分かるんだけども、例えば大山崎町の下植野に出されてるものについては、

決算結果が全然議会として分からないということになっていまして、その辺を資料請求

したら出てくるっていう理解でいいでしょうか。 

○上村真造議長 河野事務局長。 

○河野事務局長 まず、その地域の協力金の関係でございますが、これは本組合は立地し

た、当時からお支払いをさせていただいている内容でございます。 

  今ありましたとおり、車が通るからということではなくて、あくまでもこの用地の取

得をするためにご協力をいただいた経緯、それと当時は、し尿処理施設等もございまし

たので、やっぱり排水の関係でやっぱり田畑をされてる方もおられるので、そういった

方への補償も含めてというような形でスタートされたというふうには聞いております。 

  それと地域の関係でございますが、今のところは年１回、１１月ないしは１２月に地

域懇談会という形で各３地域の自治会の方とそういう場を持たせていただいて意見交換

をさせていただいていると。その中で、一定、今後辞めていくということは具体的な話

はまだできてはおりませんが、やっぱりそういう議会の方からそういうご意見があると

いうことはお伝えはさせていただいているところでございます。 

  今後、引き続き、ちょっと時間はかかるかもしれませんけれども、そういった形で地
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域との協力体制をうまく築き上げていきたいというふうに考えております。 

○上村真造議長 井上議員。 

○井上治夫議員 ありがとうございます。 

  何回も質問してるので対応してもらってると思うんですけども、そういう意味では、

これが決められた当時とだいぶ違う状況に町全体がなってきてるので、何年か先になく

なっていくような形で、特にその地域だけに迷惑かけてるっていうものでないんだった

ら、その方向で検討としていただきますように要望しておきます。 

○上村真造議長 他ございますか。 

  川口議員。 

○川口良江議員 顧問弁護士の委託料の件なんですけれども、先ほど固定費というふうに

言われたのですが、それは何回来てくださいっていうことがあるのか、それとも全く１

年間来られなくても６６万円がお支払いされるみたいな感じか、どちらか教えてくださ

い。 

○上村真造議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 今の顧問弁護士委託料の業務の量といたしましては、月１回程度の

相談で、これは来庁に限らずメールや電話含めての相談でございます。 

  その内容、業務量によって、まず今回の金額設定をさせていただいてますけれども、

何分、一部事務組合であまり実績がないということで、業務量が実際に相談案件が増え

ますと、料金の見直しはあるということでなっております。 

○上村真造議長 川口議員。 

○川口良江議員 それってどこまで聞いていいかちょっと分からないんですが、答えられ

ない場合はお答えいただかなくて大丈夫なんですけれども、月１回ということは必ずあ

るということなんですが、それが大体想定として６５万円の中にどれぐらいの業務がそ

の金額になっているかっていうのは、大体目安としてあるんですか。 

○上村真造議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 月１回程度というのが想定量でございまして、実際には弁護士さん

の相談の場合は月に何回もやり取りをさせていただいたり、場合によって案件によって

は、弁護士事務所さんの中で、他の弁護士さんと共同で対応いただいてる案件もござい

ますので、それを総合すると、月１回程度の業務量っていう数量的な基準の中で判断さ

れているということです。 

○上村真造議長 川口議員。 

○川口良江議員 はい、分かりました。 

○上村真造議長 他ございますか。 

  井上議員。 

○井上治夫議員 リサイクルフェアについてですけども、実際この施設に来てもらって、

施設見学をしながらというのは以前はされてたんですけど、それはもう今後あまり検討
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しないってことなのか、今年に限ってはなかったのかどうか、お尋ねします。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 リサイクルフェアにつきましては、令和２年からインターネッ

ト開催を行っておりまして、以前は現地開催行ってるときには約１，０００名程度来庁

があったんですけれども、現在のウェブ開催におきましては、６，０００件以上のアク

セスがございます。そうしたことから、十分な啓発効果が得られているというふうに考

えておりますので、今後もウェブ開催の方を継続していきたいと考えております。 

  以上です。 

○上村真造議長 井上議員。 

○井上治夫議員 もともとのスタートがコロナがあって、そういう形になっていったので

はないんですか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 令和２年ですのでコロナの時期と重なっておりますけれども、

職員数の減であるとか、あるいは現地開催を行いますと警備、あるいはイベントの費用

というのが別途費用としてかかってきますので、そういった収支のところも踏まえた中

でウェブ開催に切り替えております。 

○上村真造議長 井上議員。 

○井上治夫議員 理解したんですけども、現地に来てもらってリサイクルの商品を買った

りすると同時に、この施設を見てもらうというのも大事なことだと思うので、また検討

の方をよろしくお願いいたします。要望しておきます。 

○上村真造議長 他ございますか。 

  冨田議員。 

○冨田達也議員 今のところのリサイクルフェアのところなんですけども、６，０００人

に増えたというところは良いとは思うんですけども、それが、例えば自転車を買いに来

てるだけなのか、それともその方にしっかりと啓発できているのかということはどのよ

うに評価してるのか、教えてください。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 リサイクルフェアの目的と申しますのが、やはり３Ｒの推進の

啓発であるとか、地球温暖化防止の啓発であるとか、そういったところでございますの

で、おっしゃるとおり、自転車の販売であるとか、家具の販売だけにとどまってはいけ

ないということは承知しております。 

  そうした中で、昨年度から各サイトの中にキーワードをちりばめまして、そしてその

キーワードラリーというような形で答えていただくというような取組をしたところでご

ざいます。その結果、自転車、家具の閲覧数だけではなくて、啓発サイトの方にも閲覧

数が増えているという実績がございますので、今後もキーワード等でそういった啓発の

方にも閲覧数が増えるように努力していきたいと考えております。 
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○上村真造議長 冨田議員。 

○冨田達也議員 ありがとうございます。また、今後も様々な工夫を是非ともしていただ

きたいなと思います。 

  引き続きなんですけども、広報の事業１２ページのところですかね。広報は年４回発

行していると。「広報クリーンプラザおとくに」は、５月、７月、１０月、１２月に発

行しているということなんですけど、こちら確かに分かりやすいというか、読めば分か

りやすいと思うんですけど、読んでもらいやすいというか、こちらが伝えたいことだけ

じゃなくて、伝わることが私大事だと思うんです、広報って。 

  そこについての何か、何て言うんですかね、今までどおりの広報というのももちろん

大事だと思うんですけど、何かそういう、こちらに関しても何か仕掛けづくりというか、

何かあったほうが良いのではないのかなと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 一方的な発信だけにとどまることなく、各イベント等を実施し

ておりますので、そういったところで住民の方々にアンケート等を実施しまして、そう

した中からご意見をいただいた内容についてはご興味・関心があるというふうにこちら

も理解した上で広報の方に何が発信できるかといった新たな項目設定等も考えながら編

集をしていきたいと考えております。 

○上村真造議長 冨田議員。 

○冨田達也議員 今後も広報については、伝え方が難しいというのは重々承知しておりま

すので、そこに関してもまた、できる限り読みたくなるような広報物にしていただきた

いと思いますし、仕掛けづくりというところも今後検討していただきたいなと思ってお

ります。 

  あと、最後もう一点だけなんですけど、工芸教室の参加についてなんですけども、参

加の人数としては、令和５年よりは増えたと。組数的には若干増えたという形にはなっ

ていると思うんですけど。ただ、講演っていうところに関しては減っているみたいな形

になってると思うんです。内容を毎年同じ、サンドブラスト、スタンドミラー、木工、

自転車修理、ものづくり、講演というところではなくても、何か新たな取組とかってい

うことは考えていかないのかどうか、教えていただきたいと思います。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 今年度、令和７年度も夏休みの親子教室を実施したわけでござ

いますけれども、今年度新たな取組といたしまして、サンドブラストの絵付け教室であ

るとか、木工教室におきましても、今までは木製の椅子を作製してたわけですけれども、

そこをスマホスタンドであるとか、木製のパズルであるっていうような内容に変更して

開催いたしてます。 

  またですね、外部で指導委託をしておりましたスタンドミラーにつきましては、今年

度は廃止はしましたけれども、地球温暖化防止センターというＮＰＯを活用した再エネ
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工作教室であるとか、今おっしゃられましたサントリーとの「ボトルｔｏボトル」の教

室っていうのも、昨年度から少し工作物を追加してですね、単なる教育といいますか、

講演だけにとどまることのない教室内容に変更しまして、参加率も増えてきているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○上村真造議長 冨田議員。 

○冨田達也議員 そこでお伺いしたいのがですね、今の令和６年度のこの参加人数で良い

と考えているのか。もしくは、もっと人数を増やしていきたいと考えているか、どちら

かお聞かせください。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 参加人数については、増やしていきたいとは考えております。

ただ、スペース的な問題がありまして、定員の問題もございますので、そことの調整の

中で可能な限り増やしていきたいとは考えてます。 

○上村真造議長 冨田議員。 

○冨田達也議員 その中で増やすというところで、参加組数はあまり増えていないという

ところでいうと、これは取組が、今先ほど聞いてる中では私取組は駄目だと全然思わな

いんですけど、広報が届いていないんじゃないのかっていう気はしているんです。これ

増えていない、あまり人数が増えておりますけども、もっと組数を増やすとか、そうい

うことを考えると、何がボトルネックになってるのかということを考えないと駄目だと

思うんですけど、どこが、今現状もう少し改善するのであれば、どこを改善していくべ

きだとお考えなのか、お聞かせいただいてよろしいでしょうか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 令和７年度実施しました中で、令和６年度よりもさらに参加人

数が今増えているという実績はございます。 

  その中で何を変えていってるかと申しますと、やはり周知の中で作るチラシやその内

容をやはり住民さんに興味を持っていただけるような見せ方をする。特に参加者の方が

興味を持っておられるのは、やはり夏休みに行う自由研究等の作品などにかなり興味を

持っておられるっていうのはアンケート等からも伺えるところがございますので、教室

に参加したら、どういったものが作れるのかっていうことが分かりやすく伝わるような

形でのチラシの作成等もしていきたいと考えています。 

○上村真造議長 冨田議員。 

○冨田達也議員 ありがとうございます。是非とも様々な工夫を取り組んでいただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○上村真造議長 他ございませんか。 

  福田議員。 

○福田正人議員 今広報の質問が出ましたので関係して、数字についてお伺いをしたいと
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思います。いわゆる委託の契約状況、令和６年度、これは詳しく事務報告書の３５ペー

ジに出ております。 

  ここで二市一町の契約、支出の金額が記載がありますが、ちなみに向日市では、年間

６７万６，０００円。それから、長岡京市では７０万ちょっと。それから、大山崎では

２２万３，０００円。この数字ですけども、これ所帯で割ったら、かなり１部当たりの

配送の金額が違うと思うんですけど、これをどう解釈したらいいでしょうか。ちょっと

私耳が遠いので、ちょっと大きめでお答えいただきたいと思います。 

○上村真造議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 もちろん今ご指摘ありますとおり、もちろん世帯数も違いますし、

費用も違うということなんですけれども、あくまでもそれぞれのシルバー人材センター

の方とご契約をさせていただいて配布をさせていただいていると。そこで、もちろん会

員さんにお支払いされる費用もございますが、シルバーさんの、要は取り分といいます

か、そういう事務費的なものというのが、やっぱりそれぞれシルバーさんで違いがござ

います。そういった部分の違いが出てきているというのと、もちろんそういう１人当た

りの単価もそれぞれ、二市一町それぞれ違うというところのずれが出ているということ

でございます。 

○上村真造議長 福田議員。 

○福田正人議員 ということは、シルバーに委託しているこの二市一町の１部当たりの配

布料が違うということ。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 １部当たりの単価は異なります。 

○福田正人議員 同じ。 

○藪下郁夫政策推進課長 異なります。 

○上村真造議長 福田議員。 

○福田正人議員 何で一緒にならないんですか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 ここにつきましては、各市町の単価と事務費も設定されてるん

ですけど、市町ごとに事務費が異なるというところがあるんですけれども、配る部数あ

るいは世帯数も違いますので、同じことをシルバーさんに発注したとしても、その積算

や労力とかは変わってくるというふうに考えております。 

○上村真造議長 福田議員。 

○福田正人議員 まあ、そうなのかということで済ませればいいのかもしれませんけども。 

  こういう広域で事務組合としてやってらっしゃるところは他にも多々あると思います。

そういう中で、こういう、いわゆる市町別に単価が違うというのはね、これでいいのか

どうか。これはちょっと今後調べていただいて、できればやっぱり統一をされるほうが、

市町によって差があるっていうのは。シルバーさんの状況もあるでしょう、今おっしゃ
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った事務の中身もあるでしょうけど。その辺ちょっとご検討いただければと思います。

でもお答えあればいただきます。 

○古賀総務課長 シルバーさんの委託単価は、各市町さんが委託されてる単価とは同じ額

で契約してます。我々は、二市一町それぞれありますので、各市町さん、二市一町がシ

ルバーさんと契約してる単価と同じなんですけども、組合としての統一単価というのは

なかなか協議をしても整わないというのが現状でございます。 

  あと広報紙は４ページの場合と８ページの場合がありますので、それによって単価が

違いますので、単純に世帯数で年４回割り戻す単価とは異なってまいります。 

  以上です。 

○福田正人議員 はい、分かりました。 

○上村真造議長 よろしいですか。 

  杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 幾つかお聞きします。 

  事務報告書のこのＡ３の。 

○上村真造議長 はい、何ページですか。 

○杉谷伸夫議員 ５から６ページ。ここで確か去年も、一番左下のところにフェニックス

で処分とか埋立処分、焼却残渣、焼却残渣が５，１０８トン。これ、ここ２年ぐらい確

か増えてると思うんですけどね。去年も聞いたことがあるような気がするけど、何で増

えるのかなと。ごみが減ってるのにと思うことと。 

  それと埋立処分、これ勝竜寺の埋立地ですね。全量フェニックスやと思ってたんです

けど、勝竜寺に２７７トン埋め立てられてると。それはどう、何か考え方というか、ち

ょっと教えていただきたい。 

○上村真造議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 焼却残渣の増減というのは、ごみの量は確かに減ってますけど

も、ごみ処理の際に使用する薬剤、噴霧量とか燃え方ですね、燃えてるんですけどもす

ごくよく燃える。ちょっと言い方は悪いですけども、残渣がちょっと残る。支障はない

けれども、差がございます。 

  それと勝竜寺埋立地に２７７トン入ってます。全量フェニックスに原則持っていくと

いうお話でしたけども、この灰はですね、ちょっと焼却炉の灰ピットがあるんですけど

も、そこに水分、水気が多い灰がちょっと貯留したということで、フェニックスの受入

れ基準にちょっとそぐわないということで、水分が多いだけで。ということで、自前の

埋立地の方へ緊急的に移送したということが、この２７７トン。 

○杉谷伸夫議員 結構な量ですね。結構な量ですね。 

○服部 潤施設業務課長 そうですね。水分がちょっと、焼却灰をどうしても、焼却灰も

熱いので、灰の中にピットに水を含ませて灰をそこ通すんですけれども、その水の水分

量がすごく多かったということで、灰ピットに水が貯留したということで、その分勝竜
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寺の方へ出してもらったということです。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 というのは、やっぱり炉がだんだん性能が落ちてきてるいうことなんで

すかね。そういうことが要因としてあるんですか。 

○上村真造議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 炉の焼却の能力は、処理量は確かに落ちてきてますけども、焼

却する上では特に問題はございません。 

  ただ、排出段階の灰を冷やす冷却する際の水分とか、灰ピットに水溜り、灰のその水

が抜けなかったとか、そういうのはありますけれども、焼却自体に関しては特に問題は

ございません。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 分かりました。 

  次に、この予算書からちょっと外れるんですけど、リチウムイオン電池の発火ね、こ

の前も視察行ったときにものすごい発火、発火自体がものすごく起きてるけども、チェ

ックして事故に至らないようにしてるんだということで、乙環でも結構あると聞いてる

んですけど、発火事故とか火災とか、言葉の使い方もちょっと説明いただいて、どの程

度、実際起きてるのか、起きていたのか、ちょっとお聞きしたいんですけども。 

○上村真造議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 確かに、リチウムイオン電池の事故というのは、発火ですね、

年々増加しているということでございます。 

  ちなみに、令和７年度、４月から８月まで、見学でご存じだと思いますけど、ダンピ

ングボックスで回収させてもらってると思うんです。その数が、今年度４月から８月で

約７，０００個、出てきてます。 

○杉谷伸夫議員 回収が。 

○服部 潤施設業務課長 はい。前年度で９，０００個。それぐらいの電池がピックアッ

プされているということであります。 

  それに伴いまして、どうしても出火、発煙があります。リチウム電池イオンがまず原

因と思われる、物を発見して確認するときもありますけども、多分恐らくそうであろう

という事故がですね、令和７年度につきましては、現在１件ございます。 

  令和６年度で思われる発煙、小火ですね、９件。令和６年度で９件。令和５年度で５

件あります。直近３年間で。大事には至っていないと。ピックアップしてる時点とか、

コンベア、各コンベアでそういう対策を取ってますので、散水して自動で止まるという

感じで機械が止まるようになってますので、大きな施設の損傷には至っていないという

ことでございます。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 今おっしゃっていただいた事故の件数というのは、火が出たというだけ
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の件数なのか、火災、燃え上がったとか、どういう程度で件数をカウントされるんです

か。 

○上村真造議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 火が出たのもありますし、火が出て水蒸気で火災煙感知器が反

応しますので、そちらでカウントさせます。要は、火が出たのと熱感知で報知器が鳴っ

たというカウントです。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 そういう大事に至るか至らないかに関わらず、そういうことが検知され

たらこの件数にカウントされている、はい、分かりました。もう一個、すみません。 

  ちょっとこれは何か、決算書の２７、２８ページ。ここで、まず最初に、し尿処理施

設の整備事業で委託料６０９万４，０００円ですけど、これはこの検討した結果、整備

はやめて、単純、何でした、希釈投入するか外部委託にするかということを判断したと。

単純希釈投入でなくて、外部委託にすることを今決めておられますよね。決めてもう、

その辺の判断、判断の根拠と、今まだその検討中ということなのか、その辺をちょっと

お聞きしたいんです。 

  併せて、城南衛管ってすぐ近くですわね。何分ぐらいなのかな、ちょっとあまり時間

的には分からない。すぐ近くなんですけど、もし城南衛管に外部委託するとなると、し

尿処理者がずっと城南衛管に行ってそこで下ろすっていうか排出する、そんな感じにな

るのか、ちょっとその辺をお願いいたします。 

○上村真造議長 はい、事務局長。 

○河野一武事務局長 まず、し尿処理施設の整備の関係でございますが、まず令和６年度

で循環交付金を頂きながら、汚泥再生処理センターということで整備を進めたところで

ございますが、どうしてもその処理施設の規模が１日当たり４キロという非常に小さい

ということで、そういうプラントメーカーさんのほうからそういう受注の意欲はないと

いうことがございましたので、まずはその交付金を頂いての施設整備というのは諦めた

というところでございます。 

  その後、検討委員会の中で、まず当初は希釈投入方式か交付金をいただく施設かとい

う２つで考えてたところですが、交付金のほうが今回なくなったということで、それで

したら別に新たな方法として外部委託という方法も含めて、その希釈投入か外部委託か

どちらかで検討するというところで今スタートしたところでございます。 

  今その方向でまだ検討を今進めているところでして、まだその外部委託が決定したと

いうことではございません。 

○杉谷伸夫議員 ああ、そうですか。 

○河野一武事務局長 はい。あくまでも、今もちろん相手先があることですので、相手さ

んとの協議をさせていただいているというところでございますし、その協議がもし整わ

ない場合があれば、希釈投入方式という考え方も１つの方法として、また今後出てくる
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というようなところでございます。 

  それと、先ほどありました城南のほうにもし受けていただけるということであれば、

城南の処理施設はそこの八幡市にあります。さくらであい館の裏手になりますので、車

で持っていってもここに来るプラスアルファの１０分程度かなというぐらいでは想定は

しているところです。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 分かりました。今、だから城南衛管といろいろ申出を始めたところであ

って、その条件とかによってどうしようかということを決めていくということで分かり

ました。 

○上村真造議長 他ございますか。 

  川口議員。 

○川口良江議員 ご説明を伺って３点質問があります。 

  フェニックスのほうで基準に合わないということだったんですけれども、それの対策

っていうのはどうされるんですか。 

○上村真造議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 基準に合わないっていうのは水分が多くて、トラックから降ろ

したときに施設に跳ねが上がるということで、ちょっと水気が多いからちょっと勘弁し

てくれということで、組合の勝竜寺の方で自前処理をしてる。そこにつきましては、灰

ピットが複数ありますので、乾灰、乾いてる水分量の少ない灰をブレンドしまして、適

当っていいますか適切な水分量・含水量でフェニックスの方へ搬出しているということ

です。 

○上村真造議長 川口議員。 

○川口良江議員 ありがとうございます。 

  次に、広報なんですけれども、アンケートをされているっておっしゃられたんですが、

どんな方法でアンケートを取られているんですか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 アンケートは、例えばリサイクルフェアを実施したときに、そ

の特設サイトを設けてるんですけれども、その１ページにアンケート専用のページをつ

くって期間中にそういったアンケートをいただくであるとか、あるいは長岡京市の環境

フェアのほうに参加したり、京都府のほうの環境フェスティバルっていうものに参加し

たりという環境イベントにも参加しておりますので、その際に無料のサンドブラストを

やっていただくことが多いんですけれども、終わられた方にアンケートのご協力をして、

協力いただける方にはアンケートを回収して集計して意見を集約しているというところ

でございます。 

○上村真造議長 川口議員。 

○川口良江議員 アンケートを取られてっていうのはすごく良いなと思ったんです。自由
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研究とかもね、すごくニーズがあるというか、私も子供が２人いるんですけれども、と

っても親としては夏休みに悩んだりしますので、そういったことをどんどん取り入れて

いただいたり、やっぱり声を聞いてそこに合わせてやっていくっていうことが、今年度

伸びたっていう原因かなと思ってるんです。 

  私の、すみません、聞き違いだったら申し訳ないんですけれども、今年度は１９０組

になったっていうことでよろしいですか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 はい、そのとおりでございます。 

○上村真造議長 川口議員。 

○川口良江議員 すごく、１５０組前後からすごくやっぱり増えているっていうことは、

こういったご努力が実っているのかなというふうに思いましたので、引き続きよろしく

お願いします。 

○上村真造議長 よろしいですか。他ございますか。 

  福田議員。 

○福田正人議員 事務報告書の５６ページ、５７ページ上段に、その他プラスチック類及

びペットボトルの搬入・搬出量総括表というのが載っております。 

  これ、その他プラスチック類の年間の数字を見てますと、向日市が２２６．２トン、

長岡京市は７３２．２トン、大山崎町は約１００トンと載ってます。これ、人口割をし

てみますと、人口で割りますと、向日市は年間で約４キロ、長岡京市はこれ年間１人当

たり８．９キロ、それから大山崎町は６．０３キロ。これ向日市の倍なんですね、長岡

京市っていうのは。これは何か理由があるんですか。 

○上村真造議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 明確な理由としては、正直、組合のほうでは分かりかねます。

分別の仕方、それぞれ住民さんが出される程度ですね、それも含めてそれぞれ二市一町

がどのように住民さんが排出されてるか、組合はそこまではちょっと分かりかねる部分

ですね。 

○上村真造議長 福田議員。 

○福田正人議員 月別に見ても長岡どんと大きいですよね。これペットボトルを見てると、

数字見たら、向日市１．８、長岡２.４、大山崎町２．１と、ほぼほぼ変わらん範囲やな

と思うんですけれども、これ、その他プラスチックということで考えたら、長岡京市が

もう向日市の倍以上というのは、ちょっとこれ調べられることが、ちょっと大事になる

んじゃないでしょうか。このまま多いんです、ちょっと原因は分かりませんだけなのか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 基本計画、一般廃棄物処理基本計画を策定しているんですけれ

ども、その中から読み取れる情報といたしましては、その他プラスチックの収集回数が、

向日市のほうは月２回に対しまして、長岡京市は毎週回収されていたと記憶しておりま
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すので、その回収頻度も一部関係しているかなというふうには思っております。 

○上村真造議長 福田議員。 

○福田正人議員 もうちょっと聞きたいんですけども、これで止めときます。 

○上村真造議長 他ございますか。 

  杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 次に同じく、ごみ処理施設整備事業についてお伺いします。 

  発注者支援業務委託をされて。 

○上村真造議長 ページ数をお願いします。決算書の。 

○杉谷伸夫議員 決算書の２７、２８ページの真ん中、４、ごみ処理施設整備事業。発注

者支援等業務委託料１，２５５万円、それから環境影響評価業務委託料が２７５万円。

この２つの成果物が６月議会終了後、ホームページに公表されまして、上のほうがごみ

処理施設の整備基本計画が出ました。それ、サラサラとしか読んでないんですけども、

ちょっと聞きたいのは、１つは、これ５年間の継続事業ですけど、初年度は発注仕様書

を見ると、基本計画の策定と地歴調査とＰＦＩ等可能性調査となってて、地歴調査はさ

ておき、基本計画は公表されたと。次、ＰＦＩ等可能性調査となってるんです。これは

何か成果物と一緒に何かで出てるんですか。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 ＰＦＩ可能性調査の報告書というのは、出ております。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 内容は、どういう内容なんでしょう。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 ＰＦＩ可能性調査の内容につきましては、公設公営での建設で

あるとか、あるいは他のＤＢＯ方式であるとか、ＰＦＩ方式であるとか、そういったも

のを抽出しまして、それぞれを比較検討した結果、結果的には総合評価でＤＢＯ方式が

最もメリットがあるというような報告内容になっております。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 ということは、基本構想でＤＢＯ方式をやろうと、やるのが望ましいと

出されていたのがそのとおりだという結論になったということなんですね。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 そのとおりでございます。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 分かりました。 

  この基本計画っていうのが極めて重要だと思うんですけど、ここであまり細かいこと

聞きませんけれども、ただ重要なことだけちょっとお聞きしたいと思いますので。 

  基本計画で出されたことについて、ちょっと重要事項をちょっと説明いただけないか

なと。例えば、処理量とか事業費とか方式とか、基本構想から特に変わったこととかあ
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ったら、ちょっと重要事項だけでもご説明いただければ。 

○上村真造議長 藪下政策推進課長。 

○藪下郁夫政策推進課長 まず、大きく変わったところは、規模のほうでございます。規

模につきましては、基本構想で１３０トンと記載しておりましたが、施設整備基本計画

では１２３トンに見直しをしております。 

  規模の算出につきましては、内訳申しますと、収集可燃ごみにつきましては、直近の

令和５年度の１人１日当たりの排出量と関係市町の人口ビジョン等から将来の排出量を

算出いたしました。 

  また、直接持込みの直接可燃ごみにつきましては、過去の減量率と直近の実績から将

来の排出量を算出しました。 

  また、施設の初年度の稼働につきましては、令和１５年を想定しておりますので、今

申しました、将来の推計の令和１５年度の予測値を採用して、施設規模１２３トンを算

出したところでございます。 

  事業費につきましては、確定した仕様はございませんけれども、大きな項目といたし

まして、令和１１年度から１４年度の４年間で建設するという内容であったり、ストー

カ方式でのごみ処理施設を建設するということであったり、そうした大きな項目をプラ

ントメーカーにお伝えした中で見積り徴収を行いました。１０社に依頼しまして、２０

年のＤＢＯ方式ですので、２０年の運転管理委託も含めた中で依頼をして、４社から建

設及び運転管理費の見積りが徴収されましたので、その平均値を概算事業費として掲載

し、建設費については約３１９億円と記載いたしております。 

○上村真造議長 はい、よろしいですか。杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 重要なところだけちょっとお聞きしたいんですけど、まず建設費が確か

基本構想で示されたのと比べて１．７倍ですね。運営費、経費も含めてトータルの総事

業費が１．７、８倍とかね、ちょっとびっくりするような金額だったので、それでちょ

っと心配してるんですけども、その辺についてちょっとご見解を伺いたいこと。 

  あと中身について２点だけ。エネルギー回収施設については、何か方式っていうか、

方式じゃなくて確か国庫補助率が１８％以上だったら２分の１補助になるとか、確か書

いてあったように思うんですけども、ただそれと、それを達成するためには設備投資と

かいろんなことが制約とかあるようなことでしたので、その辺の考え方はまだ決まって

ないのかと。 

  浸水対策で私てっきり盛土するもんだと思ってたら、盛土ではなくてランプウェイ方

式になるみたいなことを書いてあったし、ちょっとあと幾つもありますけど、そんなこ

とを一々聞いてられないので、その２点だけちょっとどんな状態なのかをお聞きしたい

です。 

○上村真造議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 まず建設経費の関係でございますが、基本構想では２０年間のラン
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ニングコストを含めて３２０億円になってたかと思います。今回は建設費と２０年間の

ランニングコストを入れて５２０億円になっているということで、２００億円ほど増え

ているということで、ご指摘いただきますとおり１．７倍、１．８倍になってるという

のが現状でございます。 

  しかしながら、先ほど担当課長のほうからもご説明させていただきましたが、今回見

積りを取らしていただくときに、詳細な仕様書で取ったわけではございません。あくま

でも建設場所、それと建設場所に対する環境基準、それと処理能力、それだけをご提示

をさせていただいた中でメーカーのほうに見積りお願いをさせていただいたというよう

なところでございます。しかしながら、建設費３２０億円となってますけれども、その

内訳として、まず焼却施設が２６０億円、それと破砕施設が６０億円に内訳にはなって

るかと思います。 

  そこで考察というところですが、あくまでも粗大ごみ、本組合が考えておりますのは、

焼却施設と粗大ごみ処理設備については複合施設ということで今考えているところでご

ざいますが、あくまでもメーカーとしては、やはりその今後の方向性も含めた中で一定

別棟の整備費を積まなければ、粗大処理施設で６０億円っていう費用は出てこないので、

そういう考え方の中でメーカーとしてのお考えという形でご提示をされたというふうに

は考えているところでございます。 

  それと、また焼却施設の２６０億円につきましても、ちょっとご紹介申し上げますと、

令和６年度の環境省の交付金事業の中で交付金を受けて焼却の建設されている実勢価格

というのが公表されております。 

  令和６年度ベースでいきますと、１トン当たり１億４，０００万円、令和６年度実績

です。令和５年度実績で１億７００万円、令和４年実績で１億３００万円、令和３年度

実績で９，４００万円、令和２年度実績で１億６００万円ということになりますので、

一番高い令和６年度実績で１億４，０００万円で１２３トンを積み上げても、約１８０

億円ぐらいの整備費になってこようかと思いますので、メーカー見積りからすると、約

１００億円ほど上積みがされているというのが、今の見積りの内容はそのようには考え

ているところでございます。やはり今後の社会情勢等もありますけれども、過去５年間

の焼却施設の受注実績からすると、一定１億４，０００万円ないしは１億５，０００万

円程度での引き合いになってこようかないうことも考えておりますし、今後は粗大ごみ

処理施設につきましても、あくまでも焼却炉の複合施設という形で考えておりますので、

その６０億円という費用もそんな莫大な費用は今後必要にはならないというふうにも考

えております。 

  また、ランニングコストの関係につきましても、今２０年間で２００億円という形で

出てますけれども、それはあくまでも先ほど申し上げたとおり、焼却施設と粗大ごみ処

理施設があくまでも別棟という考え方の中で経費も約倍取ってるという形にすると、基

本構想で積み上げた２０年間で１００億ぐらいのベースで落ちてくるかなというふうな
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ところで考えているところでございます。 

○上村真造議長 よろしいですか。杉谷議員、決算の認定からちょっとどんどん将来的な

方向へ行ってるので、決算の認定の質疑をお願いいたします。 

○杉谷伸夫議員 いや、だから、その成果物について私は質問しております。 

○上村真造議長 何か、どんどん離れていってる。 

○杉谷伸夫議員 いいえ。いや、基本的に極めて重要なことだと思います。 

○上村真造議長 重要は重要です。だから、この場でね。 

○杉谷伸夫議員 今質問したものの、ご答弁いただいてないところがありますので。 

○上村真造議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 忘れてました。交付金の関係、２分の１と４分の１、３分の１があ

りますけれども、一応､今本組合で今考えてるのは約１８％の発電効率ということで考え

ておりますので、高効率発電で進めていくというような考えを持っているところでござ

います。 

○上村真造議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 要望です。この件については、確か６月議会が終わった直後ぐらいでホ

ームページに公表されたんですけど、私全然ノーチェックで、いつ見たのかな、７月末

か８月ぐらいになってから見たら、あれ、載ってるわということで、こんな重大なこと

が載ってるわと思って見たら、今言うたようなことだったんですけど。 

  基本構想のときは、確か議員全員協議会か何かでご説明いただいたんですけど、莫大

な事業費ですので、向日市なんかですといろんな施設やっても数十億単位ですけど、こ

ちらのほうは数百億単位の話になっていきますので、それについてやっぱりしっかり理

解したい思いがありますし、向日市では８月に議員が変わって、長岡京市は１０月で変

わられるので、１２月議会までか何かその辺のタイミングで、是非、何かこの基本計画、

この事業の進捗状況と基本計画について勉強をするような、説明いただくような場を持

っていただけないかなというのが、一つ目の要望。 

  もう一つ目の要望は、さっき言いましたように公表されても、向日市のホームページ

とかだったら、市町のホームページはちょこちょこちょこちょこ皆さんチェックされて

ると思うんですけど、乙環のホームページというのは、なかなか何かのタイミングがな

いとチェックしないので、こういう重要な情報が公開された場合には、是非、細かいこ

とは結構ですけど、重要な情報をホームページに載せたとか公表したという場合は、少

なくとも議会議員には、通知をいただきたいなと、ちょっと２点だけちょっと要望して

おきたいと思います。 

○上村真造議長 はい、要望です。 

  他ございますか。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 それでは質疑も尽きたようですので質疑を終わり、討論に入ります。 
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  まず反対討論を求めます。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 次に、賛成討論を求めます。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 討論もないようですので、討論を終わり、採決いたします。 

  第８号議案について、原案どおり認定することに賛成の議員は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○上村真造議 全員賛成。よって、第８号議案「令和６年度乙訓環境衛生組合一般会計歳

入歳出決算の認定について」は、原案どおり認定されました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 日程８、第９号議案「令和７年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算（第

１号）について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  前川管理者。 

○前川 光管理者 それでは、日程８、第９号議案「令和７年度乙訓環境衛生組合一般会

計補正予算（第１号）について」、ご説明を申し上げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２，５０１万２，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ１７億３，０３４万７，０００円とするもの

であります。 

  それでは、補正予算書３ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書のうち、５ペー

ジの歳入から順次ご説明申し上げます。 

  まず、歳入では、款３財産収入、項１財産運用収入におきまして、金利の上昇により、

財政調整基金利子で３万７，０００円を、款５繰越金、項１繰越金におきまして、令和

６年度繰越金が、２，６９７万６，７１５円と確定いたしましたことから、当初予算に

計上いたしておりました２００万円及び継続費逓次繰越額１，０００円を差し引いた額、

２，４９７万５，０００円を、それぞれ増額補正するものであります。 

  次に、６ページの歳出では、款２総務費、項１総務管理費、目５基金費におきまして、

財政調整基金利子積立金で３万７，０００円を、財政調整基金積立金で、２，４９７万

５，０００円をそれぞれ増額補正するものであります。 

  なお、今回の補正後での財政調整基金の令和７年度末現在高見込額は、４，５１２万

４，０００円となる見込みでございます。 

  以上、令和７年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）の説明とさせていた

だきます。よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○上村真造議長 ただいま提案理由の説明がありましたが、本件について質疑を行います。 

  ご質疑ございませんか。 

（「なし」という者あり） 
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○上村真造議長 それでは質疑もないようですので質疑を終わり、討論に入ります。まず

反対討論を求めます。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 次に賛成討論を求めます。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 討論もないようですので討論を終わり、採決いたします。 

  第９号議案について、原案どおり可決することに賛成の議員は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○上村真造議長 全員賛成。よって、第９号議案「令和７年度乙訓環境衛生組合一般会計

補正予算（第１号）について」は、原案どおり可決されました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○上村真造議長 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

  この際でありますので、何か他にございませんか。 

  井上議員。 

○井上治夫議員 管理者副管理者に対するお願いになると思うんですけど、指定ごみ袋を

導入して、だいぶ時間が経ったと思うんです。いろんな意見が出てきておりまして、例

えば、もっと環境によい袋になっていかないのかとか、それから使いやすいふうにして

ほしいとか、売ってるお店によってかなり値段が違うけども、それを何とか調整しても

らうことはできないのかっていうようないろんな声が届いているので、是非機会があれ

ば検討をよろしくお願いいたします。 

○上村真造議長 他ございませんか。 

  杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 前の、前回か前々回かと思うんですけど、例のごみ搬入量割の検討につ

いて、まだ途中になってたと思うんですけども、日常の運営費についてはごみ減量が大

きく、何ですか、コスト削減、分担金の削減にならないけども、設備投資ですね、設備

費、整備費を含めたトータルで考えるとかなり大きな金額になりますので、そういうふ

うな視点からごみ減量がどれだけのコスト益になるのかという、そういうデータを含め

てちょっと資料を出していただけないかというお願いをしてたと思うんですけど、その

点について今日はあれでしょうけど、今後そういうことを進めていただけるでしょうか。 

○上村真造議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 コストの関係でありますが、例えば焼却施設の場合で申し上げても、

今７５トンが３基、今施設があって、基本２基ずつが動いているという状況でございま

す。一定、指定袋を導入であったり、コロナの関係であったり、物価高の関係であった

り、いろんな要因の中で焼却ごみ自体は減少傾向にあるというようなところでございま

すが、やはり今１日当たりの処理量としては、大体１００トン程度あると。平均します

とですね、あるということになりますので、常時、今２炉運転してる施設が常時１炉運
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転が可能で、長期的にそれが可能であれば、もちろんコスト的なものの軽減につながっ

てくるというふうなことは考えてはおりますが、やはり一定量、量は減ってはおります

けれども、やはり２炉運転が今現状継続しているというところの中で考えると、なかな

かその目に見えて経費が安くなるというようなことはなかなか見えにくい部分が今現状

ございます。 

  今後は、やはり先ほどありましたとおり、焼却施設も今回は７５トンですけれども、

次期は６１．５トンが２基という形になってまいりますので、例えば１炉運転が長期的

に可能であるということになれば、もちろん経費の軽減にもつながってくるということ

をもちろん考えておりますし、その中で、今後どういった形でごみの減量化対策につい

て進めていくかというところが、もちろん議会のご意見も聞かせていただいて、もちろ

ん管理者副管理者のご意見もございますので、そういう意見も十分踏まえた中で、今後

市町との協議をさせていただいて進めていきたいとそのように考えております。 

○上村真造議長 よろしいですか。 

○杉谷伸夫議員 是非、言葉で言ってるだけだとなかなか共通の理解にならないと思いま

すので、おっしゃられたように、運転経費という点ではごみ減量がちょっと少々進んで

も対して変わらないけども、しかし、そうなると分担金の損か得かとかという話になる

んですけど、ごみ減量を進めることが、設備整備に大きく影響してきますので、そうい

うことを考えたときにですね、ごみの減量が全ての市町にとって大きなコスト削減効果

になることは、私は思ってますので、その辺がはっきり見えるような形でちょっと評価

をしていただきたいなと。ごみ減量自体は大きな価値だと思うんですけど、それが市町

にとっても大きなメリットがあるということが分かればと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○上村真造議長 はい、ありがとうございます。他ございますか。 

  川口議員。 

○川口良江議員 少し細かいことになるんですけれども、こういう紙、置いていただいて

るので使わせていただいてるんですが、以前にお茶もあったものがなくなったっていう

経緯もありまして、職員さんのお手間が、うちの議会とかでもこういう物はないので、

皆さんどれだけ使っておられるのかってのはちょっと分からないんですけれども、もし

誰も使っておられなくて、もうこういうことは必要ないよっていうことでしたら、今後

これに限らずなんですけれども、どんどん職員さんの負担って増えていくと思うので、

無くせるもの、止めていけるものっていうのは少しずつ無くしてもいいのかなっていう

ふうなことは思ったので、これはすみません、感想なんですけれども、はい、以上です。 

○上村真造議長 他ございませんか。 

（「なし」という者あり） 

○上村真造議長 ありがとうございます。 

  それでは、ここで少しお時間をいただきたいと思います。 
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  長岡京市議会選出議員につきましては、１０月に改選を迎えます。このことから、こ

の議会が最後の組合議会となりますので、各議員の皆様方よりご挨拶をいただきたいと

思います。 

  それでは、川口議員、お願いをいたします。 

○川口良江議員 私は１期目で、乙環も初めての経験だったんですけれども、職員の皆様、

そして先輩議員の皆様に多くのことを教えていただき、本当にお世話になり、ありがと

うございました。 

  今後は、議員であってもなくても、今回２年間学ばせていただいたことやご尽力いた

だいていたことを多く知ることができましたので、そのことを皆様に発信とかもできた

ら良いなというふうに思っていますので、本当にお世話になってありがとうございまし

た。 

○上村真造議長 次に、冨田議員お願いいたします。 

○冨田達也議員 まず、６年間という非常に長い期間、ありがとうございました。連続６

年という非常に長くいさせていただきました。 

  勉強不足もありましてご迷惑を非常におかけしたなと反省しているところではござい

ますけれども、職員の皆さんが非常に温かいご答弁であったり、この組合の議員の皆さ

んが温かい対応していただいて、本当にありがたかったなと思っております。 

  やっぱりごみの減量といったところをしっかりと進めていかなければならないと先ほ

ど杉谷議員もおっしゃっておられましたけれども、いかないと駄目だというところは、

やっぱり市民・町民の皆さんにしっかりと啓発を進めていくということは大事だとは思

うんですけれども、やっぱり私が思うのは、職員の皆さんすばらしい働きしてると思い

ますので、職員の皆さんを市民・町民の皆さんに見ていただいたら、もしかしたらもっ

とごみの減量を進んでいくかなと思います。 

  また、次、議員にまたなれるか分からないですけれども、また戻ってきた際にはまた

よろしくお願いしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。 

○上村真造議長 結びに当たりまして、大変僭越ではございますが、私からご挨拶を申し

上げたいと思います。 

  私もこの乙訓環境衛生組合５０周年の時に議長をさせていただいておりました。今年

は６０周年という時にまたここへ来させしていただけることを本当に光栄に思っており

ます。 

  次回は７０周年、来たいと思っておりますので皆様、今後ともよろしくお願いをいた

します。本当にお世話になりましてありがとうございました。 

  これをもちまして、乙訓環境衛生組合議会令和７年第３回定例会を閉会いたします。 

  本日はご苦労さまでした。 
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閉会 午前１１時３５分 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
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